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国 税 審 議 会 の 概 要 

 

１ 概要 

平成 13年１月６日の中央省庁等改革に伴い、それまで国税庁に設置されていた国税

審査会、税理士審査会及び中央酒類審議会の三つの審議会が統合され国税審議会が発

足した。 

国税審議会は、20 人以内の委員で組織することとされており、その分科会として、

国税審査分科会、税理士分科会及び酒類分科会の三つの分科会が置かれている。 

 

（国税審議会の組織） 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 括弧内の数字は、定員を示す。 

 

２ 所掌事務 

⑴ 国税不服審判所長が国税庁長官通達と異なる法令解釈により裁決を行う場合等で、
国税庁長官が国税不服審判所長の意見を相当と認めない場合等における審議（国税
通則法第 99条） 

⑵ 税理士試験の執行及び税理士の懲戒処分等の審議（税理士法第 12条、47条） 
⑶ 酒税の保全のため、酒類業者に対し命令を発する場合、酒類の製法・品質等の表
示の基準又は重要基準の審議（酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第 85 条、
第 86条の８） 

⑷ 酒類業者における酒類の製造（又は輸送）に係るエネルギーの使用の合理化の状
況が著しく不十分である場合における指示（又は勧告）後の命令にあたり意見を述
べること、酒類業者が酒類容器の分別回収に関する表示事項を表示しない等の場合

及び酒類小売業者の容器包装廃棄物の排出抑制の促進の状況が著しく不十分である
場合における勧告後の命令にあたり意見を述べること（エネルギーの使用の合理化
等に関する法律第 16条第５項、第 19条の２第１項及び第 64条第３項、資源の有効
な利用の促進に関する法律第 25条第３項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の
促進等に関する法律第７条の７第３項）

 

３ 最近の活動状況 

回 次 開 催 日 議           題 

第 15回 平成 26年４月８日 

○ 国税審議会の概要及び各分科会の最近の活動
状況 

○ 税務行政の現状と課題 
○ 平成 26年度税制改正（税理士制度の見直し）
の概要 

○ 国税審議会令の一部改正 

国 税 審 議 会 

委員（20） 

税理士分科会 

委員（５） 

酒 類 分 科 会 

委員（10） 

国税審査分科会 

委員（10） 
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国 税 審 査 分 科 会 の 概 要 

 

１ 組織  

国税審議会委員のうち、財務大臣が指定した委員 10人以内で組織 

 

２ 所掌事務 

国税不服審判所長が国税庁長官通達と異なる法令解釈により裁決を行う場合等で、

国税庁長官が国税不服審判所長の意見を相当と認めない場合等における審議（国税通

則法第 99条） 

 

（国税審議会に諮問される場合） 
 
 
 
 
 
 
 

①  審判所長から長官 
       に対して意見を通知 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

３ 最近の活動状況 

回 次 開 催 日 議           題 

第９回 平成 25年２月 26日 ○ 分科会長の互選 

 

・国税庁長官通達による法令解釈と異なる解釈による 

・他の国税に係る処分を行う際における法令解釈の重要  裁決をするとき 

な先例となる          

       法令解釈の重要な先例となる 

② 審査請求人の主張 
を認容（原処分の取
消）するとの意見に
対して長官が相当と
認める 

④ 審査請求人の主張
を認容（原処分の取
消）するとの意見に
対して長官が相当と
認めない 

⑤ 審査請求人の主張
を認容しない（審査
請求を棄却）との意
見 

国税審議会へ 
の諮問は不要 
は不要 

⑥ 長官と審判所長が共同して国税審議会に諮問 

⑧ 審判所長は国税審議会の議決に基づき裁決 
③ 審判所長は通知し
た意見により裁決 

⑦ 国税審議会による議決 
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税 理 士 分 科 会 の 概 要 

 

１ 組織 

国税審議会委員のうち、財務大臣が指名した委員５人以内で組織 

（試験委員及び懲戒審査委員は、税理士分科会に属する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

＊毎年２回、定期的に開催    ＊事案の発生の都度、随時開催 

 

２ 所掌事務 

⑴ 受験資格の認定（税理士法第５条） 

 ⑵ 試験科目の一部免除の認定（税理士法第７条） 

 ⑶ 税務職員に係る研修の指定（税理士法第８条） 

⑷ 税理士試験の執行（税理士法 12条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 税理士の懲戒処分等の審議（税理士法 47条） 

税理士の懲戒処分等（戒告、１年以内の税理士業務の停止、税理士業務の禁止）に

ついて、財務大臣の諮問に基づき審議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士分科会（委員５人以内） 

試験委員 

・税理士試験の問題の作成 
・税理士試験の採点 
・税理士試験科目の免除認
定の審査 

懲戒審査委員 

・税理士及び税理士法人に
対する懲戒処分等に関す
る審査 

試
験
委
員
問
題
作
成 

税
理
士
分
科
会
審
議 

税
理
士
試
験
実
施 

次
期
試
験
委
員
の
選
任 

試
験
委
員
の
採
点 

税
理
士
分
科
会
審
議 

 

財 

務 

大 

臣 

懲
戒
審
査
委
員
の
審
査 

税
理
士
分
科
会
の
審
議 

財 

務 

大 

臣 

諮問 報告 答申 

財務大臣による 
懲戒処分等 
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３ 最近の活動状況  

回 次 開 催 日 議           題 

第 62回 平成 26年５月 23日 ○ 税理士懲戒処分事案の審議について 

第 63回 平成 26年５月 27日 

○ 平成 26年度（第 64回）税理士試験の試験問題

等の審議 

○ 受験資格の認定の申請 

○ 試験免除の申請等 

○ 指定研修の公告の改正について 

第 64回 平成 26年６月 23日 
○ 「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考

え方」の改正について 

第 65回 平成 26年 12月８日 

○ 平成 26年度（第 64回）税理士試験の試験結果

等について 

○ 平成 25年度指定研修の実施結果について 

○ 平成 27年度（第 65回）税理士試験について 

第 66回 平成 26年 12月 24日 

○ 税理士懲戒処分等事案の審議について 

○ 「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考

え方」の改正について 
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酒 類 分 科 会 の 概 要 

 

１ 組織 

  国税審議会委員のうち、財務大臣が指名した委員 10人以内で組織 

 

２ 所掌事務 

 酒税の保全のため、酒類業者に対し命令を発する場合の審議（酒税の保全及び酒

類業組合等に関する法律第 85条） 

 酒類の製法・品質等の表示の基準又は重要基準の審議（酒税の保全及び酒類業組

合等に関する法律第 86条の８） 

 酒類業者における酒類の製造（又は輸送）に係るエネルギーの使用の合理化の状

況が著しく不十分である場合における指示（又は勧告）後の命令にあたり意見を述

べること（エネルギーの使用の合理化等に関する法律第 16条第５項、第 19条の２

第１項及び第 64条第３項） 

 酒類業者が酒類容器の分別回収に関する表示事項を表示しない等の場合におけ

る勧告後の命令にあたり意見を述べること（資源の有効な利用の促進に関する法律

第 25条第３項） 

 酒類小売業者の容器包装廃棄物の排出抑制の促進の状況が著しく不十分である

場合における勧告後の命令にあたり意見を述べること（容器包装に係る分別収集及

び再商品化の促進等に関する法律第７条の７第３項） 

 

３ 最近の開催状況 

回 次 開 催 日 議           題 

第 14回 平成 26年４月８日 

○ 地球温暖化対策に係るビール製造業の自

主行動計画について 

○ 酒税行政の現状について 

 


